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かつらぎ公園スポーツ施設 

指定管理者管理運営業務仕様書 

 

１．趣旨 

  この仕様書は、かつらぎ町スポーツ施設設置及び管理に関する条例（令和６年度かつ

らぎ町条例第２０号。以下「条例」という。）に規定するスポーツ施設のうち、かつらぎ

公園内のスポーツ施設（以下「指定管理施設」という。）の指定管理者が行う業務の内容

及び範囲について定める。 

 

２．指定管理施設の概要 

 (1) 設置の目的 

    町民がスポーツ及びレクリエーションの場として利用することにより、心身の健

全な発達及び健康の増進を図る。 

 

 （2） 指定管理する施設 

    別表１に記載する施設 

 

３．施設管理運営に関する基本的な考え方 

 (1) 指定管理者は、指定管理施設の設置目的を踏まえ、行政代行としての基本姿勢に立

ち、適正な運営に努め、町民の信頼に応えること。 

 (2) 指定管理者は、利用者が施設を利用することについて、その利用に際して平等かつ

公平な取扱いをし、不当な差別的取扱いをしてはならない。 

 (3) 指定管理者は、指定管理施設の特性を十分に理解し、ノウハウを発揮しながら、そ

の特性を踏まえた管理運営を行うことで、適正な管理水準を確保すること。 

 (4) 指定管理者は、指定管理施設について、創意工夫に努めることで施設利用者の多様

なニーズに応え、質の高いサービスの提供を図り、効率的、効果的な管理運営を行う

こと。 

 (5) 地域住民及び利用者の意見、要望等を管理運営に反映させること。 

 (6) 個人情報の保護を徹底すること。 

 

４．管理の基準 

  指定管理者は、次に掲げる基準に基づき業務を行うこと。 

 (1) 関係法令（労働基準法含む）及び条例等の規定を遵守すること。 

 (2) 指定管理施設及び設備の維持管理を適切に行うこと。 

 (3) 利用者及び来場者に対して平等かつ適正なサービスを行うこと。 

 (4) 指定管理業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に扱うこと。 
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５．施設管理運営に関する業務内容 

 (1) 指定管理施設の管理運営に関する業務一覧 

  

維持管理業務（付帯施設含む） 運営業務 
記録・報

告・その他

管理運営に

必要なこと 

施設
の 
開閉 

施設等の
修繕、消
耗品等の
購入補充 

草刈、清

掃、保守、

警備、危機

管理 

予約
の 
管理 

貸出鍵
と照明
コイン
の管理 

利用許

可・減

免・還付 

使用料
の徴収
納入 

かつらぎ公園 
体育センター 

〇 〇 〇 〇   〇 〇 〇 

かつらぎ公園 
グラウンド 

  〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

かつらぎ公園
スポーツセン
ター町民プー

ル 

〇 〇 〇 〇   
〇 

団体利
用のみ 

〇 〇 

かつらぎ公園 
テニスコート 

  〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

かつらぎ河川
グラウンド 

 〇  〇  〇 〇 〇 

(2) 指定管理施設の維持管理に関する業務 

    指定管理者は、施設及び設備の機能等を良好に保ち、円滑な運営を行うため、「５．

管理の基準」に定める事項により、効率的・効果的な施設管理を実施すること。 

①  施設の開閉業務（体育センター、町民プール） 

条例に定める日、利用時間に利用者が利用できるよう開錠し、利用時間終了後

に施錠する。ただし、17時以降の体育センターの開錠は、体育センターの予約が

ない時は開錠しないことができる。ただし、指定管理者は、教育委員会の承認を受

けて開館時間を変更し、又は臨時に休館することができる。  

②  指定管理施設及び設備の保守修繕管理業務 

  指定管理施設、設備、敷地、付帯施設について、へこみ、ひび割れ、破損等によ

る機能低下を防ぐとともに美観の維持に努めること。また、消耗品等の購入補充、

法定点検、定期点検を適切に行い、必要な修繕を行うことにより施設や設備の機能

維持に努めること。なお、著しい損傷や機能低下を発見した場合は、直ちに町へ報

告し、協議を行うこと。 

③  清掃業務 

  指定管理施設、敷地内、付帯施設の環境を維持するため、清掃、洗浄、除草及び

植栽の剪定など常に行い、清潔、良好な状態に保つこと。また、清掃等で発生した

ごみ等廃棄物は、分別を行い、施設内に集積した後、適切に処理すること。なお、

廃棄物は、可能な限り減量化やリサイクル化に努めること。 

④  警備業務 
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    ア 開館時間内 

      指定管理施設内を適宜巡回し、不審者等の発見、施設の異常の有無の確認及

び火災予防点検を実施すること。 

    イ 開館時間外 

      必要に応じて巡回警備を行うこととし、異常の発生に際しては速やかに対応

できる体制を整えること。 

⑤  危機管理業務 

  災害等発生時における通報連絡体制の確立や対応マニュアルの整備を行い、的確

かつ迅速に対応できるよう努めるとともに、定期的な避難訓練、防火訓練等を実施

することにより職員の防災対応能力の向上を図るとともに、その他緊急事態発生時

においても、的確かつ迅速に対応できる体制に努めること。また、防火管理者を設

置すること。 

⑥  備品の使用及び管理業務等  

 ア 町所有の備品を、無償で貸し付けるものとする。 

  イ 指定管理者が管理する町の所有備品については、かつらぎ町財務規則（昭和

３９年かつらぎ町規則第３号）その他関係例規に基づいて管理等を行うこと。 

  ウ 町は、必要に応じて、備品・各種帳簿等の立入検査を行うことができる。 

 (3) 指定管理施設の運営に関する業務 

指定管理施設に係る条例等の規定に基づき、施設の運営を行うこと。施設の利用に

係る規定、様式等は、条例等の規定により行うこと。ただし、規定、様式等を指定管

理者自ら定める場合については、あらかじめ町と協議を行い、町長の承認を得ること。 

①  予約管理 

ア 申請書の受付・確認を行うこと。施設の利用及び利用申請受付に当たっては、

正当な理由がない限り、拒むことはできない 

イ 予約台帳の作成及び管理を行うこと 

ウ 問い合わせ対応も含む電話対応を行うこと 

②  貸出鍵と照明コインの管理業務 

③  利用許可書の発行及び交付業務 

④  指定管理施設の利用に係る利用料金の徴収及び納付に関する業務 

利用者から利用料金の徴収を行い、適宜町へ納付すること。 

条例により定められている各施設の利用料金の上限額を変更する場合は、あらか

じめ町と協議を行い、議会の議決を得てから改正された利用料金の徴収を行うこと。 

⑤  指定管理施設の利用料金の減免及び返還に関する業務 

ア 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、条例により定められている各

施設の利用料金を減額し、又は免除することができる。 

 イ 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、既納の利用料金の全部又は一
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部を返還することができる。 

 (4) 指定管理施設の利用促進に関する業務 

    町民や利用者に対する施設の情報発信及び利用促進のための企画を行うこと。 

 (5) その他、指定管理施設の運営に関して町長が必要と認める業務  

 

６．職員の雇用等 

  指定管理者は、管理運営業務を行うため職員を雇用する場合は、かつらぎ町民の採用

に配慮すること。また、円滑業務移行を進めるため、前管理者が雇用している職員の再

雇用に配慮すること。 

 

７．職員の配置等 

 (1) 指定管理施設の管理運営業務について、それぞれの施設に管理責任者を置き、更に

指定管理施設全体を統括する責任者（管理責任者との兼務可）を置くこと。 

 (2) 指定管理者が行う管理運営業務を行うため、必要な有資格者、経験者を含む適正な

人員を配置するとともに、各種業務における責任体制を確立すること。 

 (3) 職員の勤務体制は、施設の管理運営業務に支障がないように配置するとともに、来

館者の要望に十分応えられるようにすること。 

 (4) 職員の資質向上を図るため、施設の管理運営業務に関して必要な知識及び技術の

習得に努めること。 

 

８．管理施設の修繕等 

  施設の修繕等については、別表 リスク分担表に基づき、次のとおりとする。 

 (1) 修繕工事 

  ① 施設及び設備の修繕（５０万円未満）については、指定管理者が実施すること。 

  ② 修繕による更新機器は町に帰属する。 

 (2) 改修工事 

  ① 経年劣化等による建物主要構造部及び施設の改築並びに設備の更新など大規模改

修工事（以下「大改修」という。）は、町が実施するものとする。 

  ② 指定管理者が大改修を必要と考えた場合は、町に対し、施設の状況及び理由等を

付してその旨を文書にて依頼すること。この場合において、町は当該大改修の必要

性を検討し、町予算措置がされた場合のみ大改修を実施するものとする。なお、町

の決議に対する異議は認めない。 

 

９．備品の帰属 

(1) 町所有の備品の修繕に係る費用は、指定管理者が負担するものとする。 

(2) 指定管理者が購入した備品は町に帰属するものとする。これが難いときは、あら
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かじめ町の承認を得ること。 

(3) 指定管理者が自己資金で施設・設備等を整備する場合は、予め町の承認を得るこ

と。また、指定が終了したときは、当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなけれ

ばならない。ただし、町及び次期指定管理者との間で当該施設・設備等について承継

の合意が得られた場合はこの限りではない。 

   また、整備にかかる必要経費、有益費を支出した場合であっても、町及び次期指定

管理者に対して償還請求しないものとする。 

 

10．リスク管理及び責任分担 

 (1) 施設及び設備の保守点検、維持管理（清掃、補修等）、安全管理、衛生管理、修繕

等に至るまで、指定管理者が実施すること。 

 (2) 施設及び備品の管理不備により利用者等に損害を与えた場合は、原則として指定

管理者が賠償責任を負うこと。また、施設及び設備の利用等にあたって、指定管理者

が故意又は過失によって利用者等に損害を与えたときは、指定管理者が賠償責任を負

うこと。 

(3) 指定管理者は、故意又は過失により、当該施設又は設備を毀損し、又は滅失したと

きは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。 

(4) 指定管理者は、管理施設の利用者に被災等があった時は、迅速かつ適切に対応し、

速やかに町に報告すること。 

(5) その他の指定期間内における主なリスクについては、別表 リスク分担表に基づ

き、これ以外のリスクに関する対応については、町と指定管理者は別途協議し、決定

するものとする。 

 

11．保険の加入 

  指定管理者は、本仕様書に定める自らのリスクに対し、施設管理者賠償責任保険等に

加入すること。ただし、建物損害保険については、町で加入するものとする。 

 (1) 身体賠償・・・１名につき１億円以上、１事故につき１０億円以上 

 (2) 財物賠償・・・１事故につき２，０００万円以上 

 

12．再委託 

 (1) 指定管理者は、本仕様書で規定する業務の全部又は業務の主たる部分を第三者に

委託し、又は、請け負わせてはならない。 

 (2) 指定管理者は、業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせようとする場合は、

あらかじめ町長の承認を得なければならない。 

 

 



- 6 - 

 

13．事業計画書及び各種報告書の提出 

 (1) 指定管理者は、年度当初又は決算期に年間の事業計画書及び収支計画書を町に提

出すること。 

 (2) 指定管理者は、次に掲げる事項を記載した事業報告書及び収支決算書を作成し、毎

年度又は決算期終了後、３０日以内に町に提出しなければならない。また、指定管理

者としての業務に係る会計については、他の会計と区分して経理し、専用口座で管理

すること。 

  ① 指定管理施設の管理業務の実施状況及び利用状況 

  ② 利用者実績及び利用料金の収入実績 

  ③ 指定管理施設の管理経費の収支状況 

  ④ 利用促進事業の実施状況 

  ⑤ 保守点検の実績 

  ⑥ その他協定書で定める事項 

 (3) 指定管理者は、町が指示する日までに、次表に定める業務報告書及び当該年度の事

業報告書・収支決算書を提出すること。 

次表 

区

分 
内    容 対    象 備 考 

日

報 

管理運営日報の記載 利用者の意見、要望、苦情等 提出の要

請があっ

た場合 

施設設備の管理日報の記

載 

利用者数、利用収入額等 

建物・設備の状況、事故等 

月

報 

管理状況報告 

指定管理施設の管理業務の実施状況及

び利用状況 

利用料金の収入実績 

指定管理施設の管理経費の収支状況 

保守点検結果 

利用者等の意見、要望、苦情等の処理

内容及び件数（日報の提出でも可） 

翌月 

１０日ま

で 

利用促進事業報告 利用促進事業の実施状況報告 

年

報 

利用促進事業報告 利用促進事業の実施状況報告の集計 年度末日 

から 

３０日以

内 

管理費実態の報告 維持管理費の集計 

指定管理業務の事業報告

書等 
決算報告、月別業務報告 

(4) 指定管理者は、町が実施するモニタリング（指定管理者により提供されるサービス

などについて、事業計画書や基本協定書などで定められた水準が充足されているかを、

指定管理者からの報告や実地調査などにより確認すること）に協力すること。 
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14．管理運営の継続が困難となった場合の措置 

 (1) 指定管理者の業務開始前（令和８年３月３１日以前）までの期間 

指定管理予定者又は指定管理者が次の事項のいずれかに該当した場合は、指定管理

予定者としての選定又は指定管理者の指定を取り消すこととする。 

  ① かつらぎ町議会により指定議案が否決されたとき 

  ② 倒産し、若しくは解散したとき、又は社会的に非難される事件を起こしたとき 

  ③ 提出した書類に虚偽の記載があることが判明したとき 

  ④ その他指定管理者に指定することが不可能となった場合、又は著しく不適当と認

められる事情が生じたとき 

 (2) 指定管理者の業務開始後（令和８年４月１日以降）の期間 

  ① 指定管理者の責めに帰すべき事由による場合 

    指定管理者の責めに帰すべき事由により業務の遂行が困難になった場合は、町は

指定の取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部もしくは一部の停止を命ずるこ

とができるものとする。その場合は、町に生じた損害は、指定管理者が町に賠償す

ることとする。 

  ② 指定管理者の責めに帰すことができない事由による場合 

    風水害や地震等による不可抗力、町及び指定管理者双方の責めに帰すことができ

ない事由により業務の継続が困難になった場合、事業継続の可否について協議する

ものとする。一定期間内に協議が整わないときには、それぞれ事前に書面で通告す

ることにより協定を解除し、又は期間を定めて管理業務の全部もしくは一部の停止

をすることができるものとする。 

 

15．資格 

  指定管理者は、「５．施設管理運営に関する業務内容」に定める管理運営業務を実施す

るために必要な官公署の免許、許可及び認可等を受けていること。また、個々の業務に

ついて再委託を行う場合には、当該業務について当該再委託先がそれぞれ上記免許、許

可及び認定等を受けていること。 

 

16．個人情報の保護 

  指定管理者は、業務に関連して取得した利用者等の個人情報については、個人情報の

保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）に基づき、適正に取り扱うこと。 

 

17．情報公開 

  指定管理者は、指定管理施設の管理運営業務の公平性及び透明性の向上を図るため、

かつらぎ町情報公開条例（平成１４年かつらぎ町条例第５３号）の規定に準じ、施設の

管理に関する情報の公開の推進を図ること。 
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18．協定に関する事項 

  町と指定管理者は、業務を実施する上で必要となる詳細事項について協議を行い、こ

れに基づき協定を締結するものとする。指定管理者が協定を締結しない場合は、町は指

定管理者の指定を取り消す。 

 

19．指定の期間 

  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までの５年間とする。ただし、かつらぎ

町議会により指定管理指定の議案が可決された日から、令和８年３月３１日までの期

間は、運営準備期間とする。 

 

20．指定管理料 

  指定管理料は、五箇年の合計上限額を１４５，６５０，０００円（消費税及び地方消

費税を含む）として、一箇年平均額２９，１３０，０００円のうち指定管理者が必要

とする経費を協定書に定める。 

指定管理料にはスポーツ施設の管理運営に必要な一切の経費が参集されており、主

なものは以下のとおりである 

①  人件費 

②  消耗品費 

③  光熱水費 

④  プール薬剤購入費 

⑤  修繕費（ただし、１件５０万円を超える修繕は町が行う） 

⑥  備品購入費（事務用品、スポーツ用品） 

⑦  電話料、手数料（特殊建物設備検査、プール水質検査） 

⑧  委託料（プールろ過装置保守点検、消防設備点検、建築設備点検） 

⑨  使用料及び賃借料（NHK放送受信料、公共下水道使用料、AEDレンタル料） 

⑩  原材料費（グラウンド用真砂土、テニスコートグリーンサンド） 

⑪  負担金、補助及び交付金（防火管理者講習料） 

   なお、⑤ 修繕費予定額は１，０００，０００円、⑥ 備品購入費予定額は２１０，０００円とし、

支出額が予定金額を下回った場合、清算払いとする。 

 

21．利用料金等 

 施設利用者が支払う利用料は、町の収入とする。 

なお、使用料は、条例に規定する利用料を上限として、あらかじめ町の承認を得て指

定管理者が定めることができる。さらに、指定管理者は、条例の規定により利用料金を

減額又は免除できる。 
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22．スケジュール 

内容 日程 

 

応

募

関

係 

指定管理者管理運営業務仕様書の配

付 

令和７年１０月１日 

から令和７年１０月３１日 

募集内容に関する質問の受付 令和７年１０月２０日 

から令和７年１０月２３日 

質問に対する回答 令和７年１０月２４日までに行う。 

応募の受付 令和７年１０月２７日 

から令和７年１０月３１日 

指定管理者の審査（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ） 令和７年１１月６日 

候補者の選定結果通知 令和７年１１月上旬頃予定 

指定管理者の指定（町議会による議決） 令和７年１２月頃予定 

指定管理者指定通知 令和７年１２月頃予定 

基本協定の締結 令和８年１月頃予定 

年度協定の締結 令和８年３月頃予定 

（以降４年間３月頃締結予定） 

指定管理者の事務引継、運営準備期間 基本協定締結 

から令和８年３月３１日 

指定管理者による管理運営業務の期間 令和８年４月１日 

から令和１３年３月３１日 

 

23．申請書類  

 申請に当たっては、下記の書類を町長に提出すること。 

(1)  提出書類 

①  指定管理者指定申請書（様式第１号） 

②  指定管理者指定申請に係る誓約書（様式第２号） 

③  法人等概要書（様式第３号） 

④  事業計画書（様式第４号） 

⑤  年度別・施設別収支計画書（様式第５号） 

⑥  年度別収支計画書（総括表）（様式第６号） 

⑦  提出書類のうち該当がないものについての申立書（様式第７号） 

⑧  役員名簿照会及び同意書（様式第１０号） 

添付書類 

・ 定款若しくは寄付行為及び履歴事項全部証明書又はこれらに準ずる書類 

・ 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書類   
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・ 代表者に係る身分証明書 

・ 法人の代表者が、代理人を定める場合は、権限委任を証する書類、及び当該代

理人に係る身分証明書 

・ 申請の日の属する事業年度の前３期分における決算書（貸借対照表、損益計算

書、販売費および一般管理費内訳表、製造原価報告書（作成している場合）、株主

資本変動計算書、注記表）及び法人税確定申告書、その他の経営内容を明らかに

する書類 

・ 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書並びに収支予算

書 

・ 法人にあっては当該法人の、法人以外の場合は代表者の、直近１年分の国税及

び地方税の納税証明書（募集要項の配布開始以降に交付されたもの）又は、納税

義務がない旨及びその理由を記載した申出書 

・ 労働者災害補償保険に加入していることを証する書類(従業員を雇用していな

い事業者は除く。） 

(2) 提出部数等 

    正本１部及び副本１０部（複写可） 

    提出にあたっての留意事項 

注 1）申請書類は①から⑧までの順に重ねて提出すること。 

      2）①～⑧までの添付書類はＡ４縦型、横書きとすること。 

      3）正本・副本ともにホッチキス止めは不要とする。 

(3) 申請に関する留意事項 

  ア 町長が必要と認める場合は、追加資料の提出を求めるものとする。 

  イ 提出された書類の内容を変更することは出来ない。 

  ウ 提出書類に虚偽の記載があった場合及び記載すべき事項の全部又は一部が記載

されていない場合は、失格とする。 

  エ ２施設以上の申請はできない。 

  オ 提出書類は、理由の如何を問わず返却しないものとする。 

  カ 提出書類は、指定管理候補者の選定以外の用途には使用しない。 

  キ 申請書類の著作権は、申請者に帰属する。ただし、必要に応じて町は書類の全部

又は一部を無償で使用できるものとする。 

ク 提出書類は、指定管理者選定委員会での審査のため必要に応じ複写する。複写し

たものについては、選定委員会終了後、町の責任で速やかに廃棄する。 

ケ 提出書類は、情報公開の請求により開示する場合がある。ただし、非公開とすべ

き個人情報等を除く。 

 コ 申請に要する経費等は、すべて申請者の負担とする。 
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24．選定方法  

   下記の選定基準に基づき、選定委員会において、事業計画書等提出された書類の記

載内容について審査を行うものとする。 

(1) 選定基準 

選定基準 審査項目 配点 

施設運営の平等利用を

確保されているか。 

(1)管理運営の基本的な考え方の適合性 

①施設及び設置目的の適合性 

②町民の平等な利用 

③公共の認識、倫理性、法令順守 

20点 

施設効果を最大限に発

揮させられるか。 

(1)運営基準、サービス提供内容の取り組み 

 ①サービス向上策及び利用促進策 

 ②利用料金の設定 

 ③個人情報保護 

(2)施設設備の維持及び運営管理の水準 

(3)事故の防止措置、緊急時の対応 

(4)要望の把握     

(5)その他提案 

30点 

施設の効率的な運用を

図られているか。 

(1)収支計画の妥当性   

(2)収支改善策 

(3)収益の処分方法 

20点 

安定した施設管理とと

もに、目的達成に必

要な物的及び人的

能力を有している

か。 

(1)経営理念   

(2)団体の財政基盤、経営基盤 

(3)運営に係る従業員配置（従業員雇用） 

(4)従業員研修・教育 

30点 

 (2) 無効又は失格 

    以下の事項のいずれかに該当する場合は、無効又は失格とする。 

  ア 申請書の提出方法、提出先、提出期限が守られていない場合 

  イ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合 

  ウ 申請書に記載すべき事項以外の内容が記載されている場合 

  エ 虚偽の内容が記載されている場合 

  オ その他、指定管理者選定委員会の協議の結果、審査を行うにあたって不適当と認

められる場合 

 (3) 選定審査対象からの除外 

申請者が次のいずれかに該当した場合は、当該申請を選定対象から除外する。 
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  ア 指定管理者選定委員及び関係町職員と本件提案について接触した場合 

  イ 指定管理者選定委員会審査に関して、不当な要求等を申し入れた場合 

 

25．業務を実施するに当たっての留意事項 

 (1) 町との連携を図った管理運営業務を行うこと。 

 (2) 指定管理者が施設の管理運営業務に係る各種規定、要綱等を定める場合は、あらか

じめ町と協議を行い町長の承認を得ること。 

(3) 指定管理者が指定管理者施設の利用促進のための事業を実施する場合は、他の利

用者の利用がないときに実施すること 

 

26．その他の事項 

 (1) 指定管理者が指定期間の前に営業準備等のため要した費用は、全て指定管理者と

して選定された団体が負担するものとする。 

 (2) 指定管理者が指定期間終了又は指定取消しにより次期指定管理者に業務を引き継

ぐ際は、円滑な引継ぎに協力するとともに、必要な資料の提供や諸手続きの変更に協

力すること。 

 (3) この仕様書に規定するもののほか、指定管理者の業務の内容及び処理について定

めのない事項又は疑義が生じた場合は、町と協議すること。 

 (4) 行政財産の目的外使用許可など町の決定権限に属する申請及び問い合わせについ

ては、町へ連絡すること。 
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別表１ 

指定管理する施設 
 

１ ２ ３ ４ ５ 
 

かつらぎ公園 

かつらぎ体育センター 

かつらぎ公園 

グラウンド 

かつらぎ公園 

スポーツセンター 

町民プール 

かつらぎ公園 

テニスコート 

かつらぎ河川グラウンド 

第１コート及び 

第２コート 

所在 
かつらぎ町大字丁ノ町 

２５２７番地 

かつらぎ町大字丁ノ町 

２５２７番地 

かつらぎ町大字丁ノ町 

２５２７番地 

かつらぎ町大字丁ノ町 

２５２７番地 

かつらぎ町大字丁ノ町 

２５２７番地先 

建物構造 

敷地面積 

延床面積 

 

体育センター/Ｓ54 設

置 

 非木造 

 敷地 2576㎡ 

 延床 1433㎡ 

グラウンド/Ｓ45設置 

敷地 31,200㎡ 

スポーツセンター/Ｈ18設

置 

 非木造 

 延床 331㎡ 

25ｍプール/Ｈ18設置 

 延床 550㎡ 

幼児児童プール/Ｓ63設置 

 延床 200㎡ 

テニスコート/Ｈ18 設

置 

 敷地 2,800㎡ 

 

河川グラウンド/Ｈ4 設

置 

敷地 11,100㎡ 

 

敷地※付

帯施設含む 

 約 2,576㎡ 約 7,600㎡ 約 5,660㎡ 約 2,800㎡ 約 11,100㎡ 

施設内容  

体育館 1棟 グラウンド（陸上競技

又はサッカー） 

25ｍプール１面 

幼児用プール 1面 

コート４面 サッカーコート２面 

付帯施設 

設備 

駐車場、花壇、植栽 トイレ、東屋、芝生広

場、夜間照明、植栽、駐

車場 

管理棟、機械室、小プール

トイレ、駐車場 

夜間照明 河川広場（旧紀の川高校

グラウンド） 

多目的広場 
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別表２ 

リスク分担表 

種  類 内    容 
負  担  者 

町 指定管理者 

物価及び金
利変動 

人件費、物品費、水道光熱費等物価変動や金利の変動
に伴う損害・損失及び経費の増加 

 ○ 

周辺地域及
び施設利用
者への対応 

地域との協調  ○ 

施設管理運営業務内容に対する住民及び施設利用者
からの反対、訴訟、要望への対応 

 ○ 

法令の改正 

施設の設置基準、管理基準等の変更により、施設、設
備等の改修又は整備が必要な法改正 

○  

施設の管理業務一般に関する法改正  ○ 

税制度の変

更 
税制度の変更  ○ 

行政的理由

による事業

変更 

行政的な理由から施設管理、運営業務の継続に支障が

生じた場合又は業務内容の変更を余儀なくされた場

合の経費及びその後の維持管理経費における当該事

情による増加経費負担 

○  

運営リスク 

施設、機器等の不備または施設管理上の瑕疵及び火災
等事故による臨時休業に伴う運営リスク 

 ○ 

自然災害（台風、暴風雨、洪水、異常降雨、地震、落
雷、土砂崩壊、伝染病のまん延等）、人災（戦争、テ
ロ、暴動等）並びにその他甲及び乙の責めに帰すこと
ができない事由による運営リスク。なお、施設利用者
数の増減は、不可抗力に含まない。 

 ○ 

施設貸出しに伴うリスク  ○ 

不可抗力に伴う管理業務の履行不能、施設等の損害復
旧 

協議事項 

改修・修繕・保守点検等による施設の一部の利用停止  〇 

管理施設及
び設備の修

繕等 

1件あたり５０万円以下の簡易な修繕等  ○ 
上記以外の修繕及び経年劣化による建物主要構造部
及び施設の改築並びに設備の更新 

○  

第三者の行為から生じたもので、相手方が特定できな
い施設及び設備の修繕 

 ○ 

その他特別な事情があると認められるとき 協議事項 

貸与備品の

修繕等 

貸与備品を毀損滅失したときは、修繕又は当該備品と
同等の機能及び価値を有するものを購入若しくは調

達する場合 
 ○ 

第三者への
賠償 

指定管理者の責めに帰すべき事由によるもの  ○ 

上記以外の理由により損害を与えた場合 協議事項 

セキュリテ

ィー 

指定管理者として講ずべき措置の不備又は錯誤、指定
管理者職員の不法行為等による情報漏洩及び犯罪発
生による場合 

 ○ 

事業終了時
の費用 

指定管理業務の期間が終了した場合又は指定を取り
消された場合の事業者の撤収費用 

 ○ 

 


